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論文の内容の要旨 
池田彩乃氏の博士学位論文は、小学校の通常の学級における個別の指導計画作成に関わる協働モ

デルを構築し、提案したモデルに基づく実践を通じて教育現場への適用可能性と課題を検討したも

のである。その要旨は以下のとおりである。 

（目的） 

 著者は、インクルーシブ教育の思潮が広がる中で、小学校の通常の学級に在籍する障害のある児

童に対する効果的な指導を具現する上で、個別の指導計画作成の重要性を指摘している。今日、個

別の指導計画は、小学校等においても作成と活用が求められていることから、担任教師の果たす役

割がきわめて大きい。しかし、通常の学級の担任教師にとって、新たな職務の付与は負担感や不安

感を増大させ、結果として個別の指導計画作成を形骸化させることにつながるとしている。このよ

うな問題意識から著者は、教師の協働性に関わる先行研究のレビューに基づき、個別の指導計画作

成に関わるモデル構築において、協働性の概念の導入を提案している。これらを背景として、本論

文の全体の目的は、通常の学級における個別の指導計画作成にかかわる課題を抽出し、協働モデル

の理論的構築を図ることと、構築した協働モデルを実践し、教育現場への適用可能性と課題を検討

することとしている。 

（方法） 

 本論文は、序論、本論、結論の 3 部から構成されている。本論は、本論文の目的との関連から、

小学校における個別の指導計画作成に関わる協働モデルの構築と、構築した協働モデルの実践、の

2 つから構成されている。さらに前者は、研究 1「小学校における個別の指導計画作成の現状と通

常学級教師が個別の指導計画に主体的に関与するための課題の抽出」、研究 2「小学校教師の個別の

指導計画に対する意識」、研究 3「通常学級教師の個別の指導計画作成に対する意識に影響を及ぼす
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要因の検討」からなる。後者は、研究 4「脳性まひ児に対する個別の指導計画作成における協働の

実践と課題の抽出」からなる。 

 本論各研究の対象と方法は次のとおりとなっている。 

 まずは小学校における個別の指導計画作成に関わる協働モデルの構築についてである。研究１は、

小学校の通常の学級における個別指導計画作成の実態や通常学級教師の関与の現状を明らかにし、

通常学級教師が主体的に関与するための課題を抽出するために、小学校 7 校の特別支援教育コーデ

ィネーターを中心に 10 名を対象に、半構造化面接を行っている。得られた逐語録をグラウンデッ

ド・セオリー・アプローチを参考にカテゴリーを生成し分類している。研究 2 は、小学校教師の個

別の指導計画に対する意識を、イメージに着目して明らかにするために、小学校通常学級教師 164

名及び特別支援学級教師 18 名を対象に、Semantic Differential(SD)法による質問紙調査を実施し

ている。個別の指導計画に対するイメージを相対的に把握するために、コンセプトとして個別の指

導計画の他に、理科、国語、総合的な学習の時間、自立活動、実態把握を用いた。研究 3 は、それ

までの研究を踏まえ、通常学級教師が個別の指導計画作成に対してどのような意識を有するのかを

明らかにし、意識に影響を及ぼす要因との因果モデルを仮定し、そのモデルを検証するものである。

小学校通常学級教師 384 名を対象に、意識を規定する要因として、学校の組織風土と学校組織体制

の充実度、教職経験、特別支援教育経験年数などの変数を取り上げ、質問紙調査を実施している。 

 次に、提案した協働モデルの実践である。研究 4 は、構築した協働モデルの実践を通して、教育

現場への適用可能性と課題について検討するものである。対象となる脳性まひ児は下肢運動障害を

有する小学校 1 年の男児である。脳性まひ児を担任する教師、同校の特別支援教育コーディネータ

ー、そして通級による指導（巡回指導）を担当する特別支援学校教師 3 名に対して協働モデルが適

用された。個別の指導計画作成の手続きは、先行研究を参考に、KJ 法を採り入れている。 

（結果） 

 個別の指導計画作成に関わる協働モデルの構築における各研究で得られた結果は次のとおりであ

る。研究１では、対象校 7 校のうち、4 校で通常学級教師が主体的に個別の指導計画を作成してい

た。残りの 3 校では主体的な関与は確認されなかった。通常学級教師が主体的に個別の指導計画の

作成に関与するための課題として、「意識」「活用」「学校体制」のカテゴリーが生成されるとともに、

特別支援教育コーディネーターの多忙感も指摘された。個別の指導計画作成にあたり、作成の経験

を有す特別支援教育コーディネーターや特別支援学校などの専門的知識を有す教師等との協働の検

討が必要とされた。研究 2 では、個別の指導計画に対するイメージを因子分析により明らかにした

ところ、「意義・本質」「作成後の期待」「手続きへの評価」の 3 因子が抽出された。コレスポンデ

ンス分析によって、個別の指導計画、自立活動、実態把握は同様のイメージとしてとらえられてお

り、「必要な」「詳しい」「計画的な」のイメージが指摘される一方で、「大変な」「苦しい」という負

担感を示すイメージがあることが示唆された。研究 3 では、個別の指導計画作成に対する意識につ

いて因子分析を行ったところ、「非負担感」「自身」「職務中心性」の 3 因子が抽出された。環境要因

としては、学校の組織風土において「協働」因子が、学校組織体制の充実における「学校組織体制

の充実」がそれぞれ抽出された。個人要因である「個別の指導計画作成経験」を加えた因果モデル

をパス解析により検証している。その結果、「協働」は「自信」「職務中心性」に、「学校組織体制の

充実度」は「非負担感」「自信」「職務中心性」に、そして「個別の指導計画作成経験」は「自信」

「職務中心性」にそれぞれ有意なパスが確認された。 

 研究１から研究 3 までの基礎的な研究結果から、著者は個別の指導計画作成に関わる協働モデル

を次のように定義している。 

１．通常学級教師が主体となり、それを支援する特別支援学校教師、仲立ちとなる特別支援教育コ

ーディネーターによるものであること 

２．各教師の役割が明確であること 

３．学校間、対象者間の連携が取れており、対象教師が対等な立場で話し合いができるものである

こと 

 上記の定義を受けて、研究 4 では協働モデルを具体化し、実践による検証を行っている。通常学

級教師は、個別の指導計画の作成にあたり、専門的な知識を有する特別支援学校教師と対話をしな
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がら課題間の関連を整理し、指導の方針を検討することで、具体的な指導につなげているとしてい

る。協働モデルが各学校に浸透し、システムとして機能するためには、特別支援学校教師の助言な

どのほかに、小学校の内部で主体的に働きかける役割を果たす教師が不可欠とされた。 

（考察） 

 総合考察では、あらためて研究 1 から研究 3 までの結果を踏まえ、個別の指導計画作成に関わる

協働モデルの背景を総括し、本論文における協働モデルの 3 つの条件を確認している。提起された

3 つの条件に基づいて、研究 4 では脳性まひ児の指導に当たる関係教師間の個別の指導計画作成に

おける協働的な取組みを総括している。個別の指導計画は、児童生徒の指導に関する教師間の連携

や協働により作成されるものである。本論文では、通常の学級で学ぶ脳性まひのある児童に対する

個別の指導計画作成に関して、通級担当教師、通常学級担任教師に加えて、巡回による通級指導を

担う特別支援学校教師との協働を前提に実践を行っており、協働モデルの構築とその展開の一連の

成果として基礎的な知見を提供するものである。 

 

審査の結果の要旨 

（批評） 

 特別支援教育制度へと転換されて 10 年の節目を迎えた平成 29 年 3 月に小学校学習指導要領が告

示された。総則においては、小学校の特別支援学級や通級による指導で学ぶ障害のある児童に対し

て特別の教育課程によることができるとして、自立活動を積極的に取り入れることや個別の指導計

画を作成、活用することを明示した。インクルーシブ教育システム下でこの先 10 年の小学校におけ

る特別支援教育の質の確保を企図するものである。このような社会的要請が強まる中で、本論文は、

校内外の多様な人的資源を活用した協働モデルの提案を行う意欲的で、時宜を得た研究である。得

られた成果は小学校の場に止まらず、今後、高等学校において導入される通級による指導の具現化

において基礎的な知見を提供することが期待できる。 

平成 29 年 9 月 6 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明

を求め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と

判定した。 

よって、著者は博士（障害科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 

 

 

 

 

 


